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令和７年第２回 蓮田市農業委員会総会議事録 

 

 

蓮田市農業委員会（会長）萩原 和夫は、令和７年第２回蓮田市農業委員会総会を市役所

３０４・３０５会議室において開催するにあたり、各委員を招集する。 

 

１ 開催日時  令和７年２月２５日（火） 午後２時００分 

 

２ 閉会日時  令和７年２月２５日（火） 午後４時１２分 

 

３ 出席委員（１３人）  ※番号は議席番号   

１番 渋谷 悟   ２番 爪川 博夫  ３番 野口 勇   ５番 常見 淳 

６番 竹内 幸男  ７番 杉﨑 國昭  ８番 山本 寿一  ９番 佐野 景子 

１０番  𠮷岡 政広  １１番 山口 実  １２番 齋藤 和久 １３番 髙橋 建一  

１４番 本橋 トシヱ 

                                       

４ 欠席農業委員（１人） 

４番 萩原 和夫   

 

５ 出席推進委員（６人） ※（ ）内は担当地区  

（平野）塚本 精一 （平野）廿浦 比呂見 （黒浜）小澤 はつ江 （黒浜）新井 仁 

（蓮田）原田 順一 （蓮田）増田 雅暢 

 

６ 欠席推進委員（０人） 

  

７ 議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名について 

  第２ 議案第１号 農用地利用集積計画の利用権設定について 

議案第２号 農用地利用集積等促進計画案の作成に対する意見について 

議案第３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請の許可について 

議案第４号 農地法第５条第 1 項の規定による許可申請の許可について 

議案第５号 生産緑地法第１０条の規定に基づいて買取り申出をする生産緑地に 

係る農業の主たる従事者等の確認について 

報 告 １ 農地法第３条の３第１項の規定による届出の受理について 

報 告 ２ 農地法第５条第１項第６号の規定による届出の受理について 

報 告 ３ 農地法第５条の規定による許可指令書の取消願について 

報 告 ４ 農地法第１８条の合意解約申請について 

報 告 ５ 農地改良等に係る届出の受理について 
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８ 出席した農業委員会事務局職員（４人） 

事務局長 吉田 浩樹 

事務局  野村 知代 

事務局  中里 幸雄 

  事務局  田嶋 諒大 

  

９ 傍聴人（０人） 

  なし 

 

１０ 会議の概要  

（事務局） 

 それではただ今より、令和７年第２回蓮田市農業委員会総会を開催いたします。 

本日、萩原会長が欠席されます。 

そのため、職務代理者の議事進行により会議を進めさせていただきます。 

それでは、開会にあたりまして、𠮷岡副会長からご挨拶をいただきたいと存じます。 

よろしくお願いいたします。 

 

（副会長）― 副会長挨拶 ― 

 

（事務局） 

ありがとうございました。 

以後の進行は、会議規則により𠮷岡副会長にお願いいたします。 

 

（議 長） 

初めに、令和７年１月２４日に開催いたしました令和７年第１回農業委員会総会の議事録

（案）の記載内容につきまして確認をさせていただきます。委員の皆様には、議事録（案）

を事前に送付させていただいておりますので、議事録（案）の内容を確認していただいてい

ることと存じます。内容に問題がなければ、この場でご署名をいただき、議事録とさせてい

ただきます。 

委員の皆様に伺います。何か修正の必要な箇所はございますか。 

 

意見なし。 

 

（議 長） 

修正箇所等、無いようですので、ご署名をいただきたいと存じます。 

それでは、私の署名に続き、「８番 山本 寿一委員」、「９番 佐野 景子委員」お願いい

たします。 

続きまして、本日の農業委員の出欠状況につきまして、報告いたします。 

本日は、「４番 萩原会長」から欠席との連絡がございました。 
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従いまして、出席委員は１４名中１３名でございます。総会に必要な定足数に達しており

ますので、本日の総会は成立いたします。 

次に、推進委員の出欠状況でございますが、欠席者は無く、６名全員の出席をいただいて

おります。 

次に、本日の会議の議事録署名人の指名をいたします。 

「１１番 山口 実委員」、「１２番 齋藤 和久委員」にお願いいたします。 

それではただ今から、議事に入ります。本日の提出議案につきましては、事前に配布させ

ていただきました議案書のとおりでございます。また、報告案件につきましても、議案書の

とおりでございます。 

よって、農地法などの法令許可等に関する議案は、議案第１号から議案第５号でございま

す。また、報告案件は、報告１から報告５でございます。 

それでは、順次議題に入らせていただきます 

初めに、議案書の表紙をめくっていただきまして議案書の１ページ、議案第１号「農用地

利用集積計画の利用権設定について」でございます。 

議案第１号につきまして、事務局から議案の朗読をいたします。 

 

（事務局）― 議案第１号、議案書朗読 ― 

 

（議 長） 

次に議案第１号、新規設定の番号１につきまして、担当地区委員から説明をお願いいたし

ます。 

 

（委 員） 

― 所在地についての説明 ― 

 

 昨年、利用権設定した耕作者の具合が悪くなったため、今回の受人にお願いをして対応し

た分です。 

受人と受人の息子さんとお話しができました。息子さんが今後も耕作されるということで

すので、問題ないと思います。受人も●●地区の多くの土地で耕作されている方なので、問

題ありません。よろしくお願いいたします。 

 

（議 長） 

ありがとうございました。事務局より補足説明がありますか。 

 

（事務局） 

 委員さんからご説明のあったとおり、報告４の番号２にて合意解約されている土地になり

ます。 
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（議 長） 

ただ今の担当地区委員及び事務局からの説明につきまして、何かご質問、ご意見等ござい

ますか。 

 

質問・意見なし。 

 

（議 長） 

質問が無いようですので、採決いたします。 

議案第１号、新規設定の番号１につきまして、承認することに賛成の方は、挙手をお願い

いたします。 

総員賛成でございます。 

よって、議案第１号、新規設定の番号１につきましては、承認することといたします。 

次に議案第１号、新規設定の番号２から番号５につきましては、関連がございますので、

併せまして担当地区委員から説明をお願いいたします。また、本件は、●●委員に関係する

案件でございますので、審議が終了するまで一時退室をお願いいたします。 

 

（委 員） 

― 所在地についての説明 ― 

 

今回は、受人がブロックローテーションでローテーション内に入るので、耕作してもらう

ことになりました。問題はないかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（議 長） 

ありがとうございました。事務局より補足説明がありますか。 

 

（事務局） 

 特にございません。 

 

（議 長） 

ただ今の担当地区委員及び事務局からの説明につきまして、何かご質問、ご意見等ござい

ますか。 

 

質問・意見なし。 

 

（議 長） 

質問が無いようですので、採決いたします。 

議案第１号、新規設定の番号２につきまして、承認することに賛成の方は、挙手をお願い

いたします。 

総員賛成でございます。 
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よって、議案第１号、新規設定の番号２につきましては、承認することといたします。 

次に、議案第１号、新規設定の番号３につきまして、承認することに賛成の方は、挙手を

お願いいたします。 

総員賛成でございます。 

よって、議案第１号、新規設定の番号３につきましては、承認することといたします。 

次に、議案第１号、新規設定の番号４につきまして、承認することに賛成の方は、挙手を

お願いいたします。 

総員賛成でございます。 

よって、議案第１号、新規設定の番号４につきましては、承認することといたします。 

次に、議案第１号、新規設定の番号５につきまして、承認することに賛成の方は、挙手を

お願いいたします。 

総員賛成でございます。 

よって、議案第１号、新規設定の番号５につきましては、承認することといたします。 

●●委員は、入室をお願いいたします。 

次に議案第１号、新規設定の番号６につきまして、担当地区委員から説明をお願いいたし

ます。 

 

（委 員） 

― 所在地についての説明 ― 

 

 渡人が耕作をやめるため、受人に作ってもらうことになりました。受人は●●田んぼを手

広く広げている状態なので、問題ないと思われます。 

 

（議 長） 

ありがとうございました。事務局より補足説明がありますか。 

 

（事務局） 

特にございません。 

 

（議 長） 

ただ今の担当地区委員及び事務局からの説明につきまして、何かご質問、ご意見等ござい

ますか。 

 

（委 員） 

 資料の作り方についてです。地目が畑になっていますが、田として貸借するのですか。 

 

（委 員） 

元は畑なのですが、今は陸田として使っています。 
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（議 長） 

 他に何かございますか。 

 

質問・意見なし。 

 

（議 長） 

質問が無いようですので、採決いたします。 

議案第１号、新規設定の番号６につきまして、承認することに賛成の方は、挙手をお願い

いたします。 

総員賛成でございます。 

よって、議案第１号、新規設定の番号６につきましては、承認することといたします。 

次に議案第１号、新規設定の番号７につきまして、担当地区委員から説明をお願いいたし

ます。 

 

（委 員） 

― 所在地についての説明 ― 

 

渡人がご高齢となり、管理に手が回らなくなったため、近所の受人に耕作を依頼するもの

です。 

 受人も定年退職をして、現在、果樹と田んぼをやっておりますので、問題なく耕作できる

と思います。 

 

（議 長） 

ありがとうございました。事務局より補足説明がありますか。 

 

（事務局） 

特にございません。 

 

（議 長） 

ただ今の担当地区委員及び事務局からの説明につきまして、何かご質問、ご意見等ござい

ますか。 

 

質問・意見なし。 

 

（議 長） 

質問が無いようですので、採決いたします。 

議案第１号、新規設定の番号７につきまして、承認することに賛成の方は、挙手をお願い

いたします。 

総員賛成でございます。 
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よって、議案第１号、新規設定の番号７につきましては、承認することといたします。 

次に議案第１号、新規設定の番号８から番号１０につきましては関連がございますので、

併せまして、担当地区委員から説明をお願いいたします。 

 

（委 員） 

― 所在地についての説明 ― 

 

番号８については、渡人が昨年、親から相続した土地です。番号９についても、次男の方

が相続した土地です。番号１０についても同様に相続しています。 

 受人は、空いた畑にそばでも作って、無駄にしないということを目的とした組合で、補助

金等いただいて何とか運営しております。受人と渡人との関係も特段問題ないと考えます。 

 

（議 長） 

ありがとうございました。事務局より、補足説明がありますか。 

 

（事務局） 

 特にございません。 

 

（議 長） 

ただ今の担当地区委員及び事務局からの説明につきまして、何かご質問、ご意見等ござい

ますか。 

 

質問・意見なし。 

 

（議 長） 

質問が無いようですので、採決いたします。 

議案第１号、新規設定の番号８から番号１０につきまして、承認することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

総員賛成でございます。 

よって、議案第１号、新規設定の番号８から番号１０につきましては、承認することとい

たします。 

次に議案第１号、新規設定の番号１１から番号１９につきまして、すべての該当地が所有

者から中間管理機構である農林公社に貸し付けるものでございますので、特に問題はない案

件と考えております。 

そこで、各担当地区の委員の方からの説明は、割愛させていただきたいと存じますが、よ

ろしいでしょうか。 

 

異議なし。 
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（議 長） 

事務局より補足説明がありますか。 

 

（事務局） 

番号１１について、主に今まで利用権設定にて賃貸借をしていた筆を合意解約し、中間管

理事業にて貸借するものです。 

議案書２９ページ、報告４、番号１３にて、合意解約を受けた９筆と、新規の２筆、合計

１１筆の利用権設定ということになります。 

また、番号１５につきましても、今まで家族に貸借していた筆を合意解約し、中間管理事

業を活用して、新たな担い手に貸借するものです。議案書２９ページ、報告４、番号１４に

て合意解約の申請がされています。 

 

（議 長） 

それでは、ただ今の事務局の説明につきまして、ご質問、ご意見等ございますか。 

  

質問・意見なし。 

 

（議 長） 

質問が無いようですので、採決いたします。 

議案第１号、番号１１から番号１９につきまして、承認することに賛成の方は、挙手をお

願いいたします。 

総員賛成であります。 

よって、議案第１号、番号１１から番号１９につきましては、承認することといたします。 

次に、議案第１号のうち再設定である番号２０から番号８４につきましては、説明を省略

させていただきます。 

何か、ご質問、ご意見等ございますか。 

 

 質問・意見なし。 

 

（事務局） 

 事務局から訂正なのですが、議案書５ページと６ページの番号３８になります。 

備考欄に●●●●円/１０ａと表記されておりますが、正しくは、米●●ｋｇです。 

申し訳ございませんでした。 

 

（議 長） 

質問が無いようですので、採決いたします。 

なお、●●委員、●●委員、●●委員に関係する案件が含まれますので、審議が終了する

まで一時退室をお願いいたします。 
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それでは、議案第１号のうち再設定の番号２０から番号８４につきまして、承認すること

に賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

総員賛成であります。 

よって、議案第１号再設定の番号２０から番号８４につきましては、承認することといた

します。 

●●委員、●●委員、●●委員は、入室をお願いいたします。 

続きまして、議案書１４ページ、議案第２号「農用地利用集積等促進計画案の作成に対す

る意見について」でございます。 

議案第２号につきまして、事務局から朗読をいたします。 

 

（事務局）― 議案第２号、議案書朗読 ― 

 

（議 長） 

次に議案第２号、番号１につきまして、担当地区委員から説明をお願いいたします。 

 

（委 員） 

― 所在地についての説明 ― 

 

受人から話を聞いたのですが、一度に書類を提出することが難しいため、少しずつ提出す

るそうです。現在、主に野菜を作っている会社なのですが、成績よくできると聞いておりま

す。 

 

（議 長） 

ありがとうございました。事務局より補足説明がありますか。 

 

（事務局） 

 番号１については、議案第１号の番号１１、１２、１４の１６筆が対象となっております。 

 

（議 長） 

ただ今の担当地区委員及び事務局からの説明につきまして、何かご質問、ご意見等ござい

ますか。 

 

質問・意見なし。 

 

（議 長） 

質問が無いようですので、採決いたします。 

議案第２号、番号１につきまして、承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

総員賛成であります。 

よって、議案第２号、番号１につきましては、承認することといたします。 
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次に議案第２号、番号２につきまして、担当地区委員から説明をお願いいたします。 

 

（委 員） 

― 所在地についての説明 ― 

 

畑は耕作されていませんが、管理されてきれいな状態です。特に問題はないと考えます。 

 

（議 長） 

ありがとうございました。事務局より補足説明がありますか。 

 

（事務局） 

 番号２については、議案第１号、番号１３の３筆が対象となっております。 

 

（議 長） 

ただ今の担当地区委員及び事務局からの説明につきまして、何かご質問、ご意見等ござい

ますか。 

 

質問・意見なし。 

 

（議 長） 

質問が無いようですので、採決いたします。 

議案第２号、番号２につきまして、承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

総員賛成であります。 

よって、議案第２号、番号２につきましては、承認することといたします。 

次に議案第２号、番号３につきまして、担当地区委員から説明をお願いいたします。 

 

（委 員） 

― 所在地についての説明 ― 

 

 持ち主にお話しを伺いました。耕作してくれる人を探していたら、受人がネギを主体とし

た事業展開をしており、引き受けてくれたそうです。 

 現地は管理されておりました。 

 

（議 長） 

ありがとうございました。事務局より補足説明がありますか。 

 

（事務局） 

番号３については、議案第１号、番号１５の１筆が対象となっております。 
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（議 長） 

ただ今の担当地区委員及び事務局からの説明につきまして、何かご質問、ご意見等ござい

ますか。 

 

質問・意見なし。 

 

（議 長） 

質問が無いようですので、採決いたします。 

議案第２号、番号３につきまして、承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

総員賛成であります。 

よって、議案第２号、番号３につきましては、承認することといたします。 

次に議案第２号、番号４につきまして、担当地区委員から説明をお願いいたします。 

 

（委 員）  

― 所在地についての説明 ― 

 

今回の受人は、既に渡人のご自宅の前の畑を使い、ジャガイモ等の作付けをしていますが、

さらに、今回の２つの畑を使ってジャガイモ等の作付けをしたいということで申請が出てお

ります。 

 受人は現在、●●●に住まわれています。●●●までは、通いで畑の作付けをしたいとい

うことです。農機具ですが、現在は手押しの耕うん機がありますが、渡人がトラクターを所

有しており、そちらを使用して畑を耕していきたいということです。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。事務局より補足説明がありますか。 

 

（事務局） 

 委員さんから説明がございましたが、議案第１号、番号１６に出ております２筆が対象と

なっております。 

本来なら農地中間管理機構による契約期間は最低６年となっておりますが、この案件につ

いては４年８か月という期間となっております。 

これについては、特別な理由があれば貸借期間を短縮できるという例外に基づき、契約期

間が短くなっております。 

渡人と受人とで既に貸借契約をしている農地についても、中間管理事業を通して貸借をし

ております。既に契約されている農地の契約期間の満了が、１１年１２月３１日ということ

から、この契約に合わせて、今回の契約期間は、６年より短い４年８か月ということに至っ

ているようです。 
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（議 長） 

ただ今の担当地区委員及び事務局からの説明につきまして、何かご質問、ご意見等ござい

ますか。 

 

（委 員） 

 畑の面積は●反●畝くらいありますが、できた作物は販売するのですか。 

 

（委 員） 

 受人に確認をいたしました。今のところ作付けを考えているのはジャガイモで、そのジャ

ガイモは●●へ持って行って販売をしたいとおっしゃっていました。最初は、あまりできな

いかもしれませんが、軌道に乗れば販売をしたいということでした。 

 

（議 長） 

他に何かございますか。 

 

質問・意見なし。 

 

（議 長） 

質問が無いようですので、採決いたします。 

議案第２号、番号４につきまして、承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

総員賛成であります。 

よって、議案第２号、番号４につきましては、承認することといたします。 

次に議案第２号、番号５につきまして、担当地区委員から説明をお願いいたします。 

 

（委 員） 

― 所在地についての説明 ― 

 

 受人は農協が経営しているということで、今までは賃貸借としていたのですが、儲からな

いため使用貸借で対応させていただきたいということです。 

 

（議 長） 

ありがとうございました。事務局より補足説明がありますか。 

 

（事務局） 

議案第１号、番号１７、１８、１９の４筆が対象となっております。 

委員さんからも説明がございましたが、先月の総会時に、●●田んぼを●●●●●●さん

に中間管理事業で貸し出す案件があったかと思います。その時に、契約関係の書類が間に合

わなかった筆がいくつかあり、その内の４筆分の申請書類が整ったということで、今回、申

請があがってきたものです。 
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（議 長） 

ただ今の担当地区委員及び事務局からの説明につきまして、何かご質問、ご意見等ござい

ますか。 

 

質問・意見なし。 

 

（議 長） 

質問が無いようですので、採決いたします。 

議案第２号、番号５につきまして、承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

総員賛成であります。 

よって、議案第２号、番号５につきましては、承認することといたします。 

続きまして、議案書１６ページ、議案第３号、「農地法第３条第１項の規定による許可申請

の許可について」でございます。 

議案第３号につきまして、事務局から朗読をいたします。 

 

（事務局）― 議案第３号、議案書朗読 ― 

 

（議 長） 

次に議案第３号、番号１につきまして担当地区委員から説明をお願いいたします。 

 

（委 員） 

― 所在地についての説明 ― 

 

 土地は現在、農機具小屋が１つ建っている程度で、あとは畑です。 

受人に話を伺ったところ、土地を探していたときに、知人からの紹介があり、購入するこ

とを決めたそうです。 

 

（議 長） 

ありがとうございました。事務局より補足説明がありますか。 

 

（事務局） 

 補足説明資料の３条関係をご覧ください。 

 全部効率利用要件については、２月１２日にすべて耕作を確認しております。 

 農作業常時従事要件については、ご本人が１５０日以上耕作していることを確認しており

ます。 

 地域との調和要件については、現況 畑、取得後の計画も畑となっております。 

自作地と今回の申請地を合わせて●●●●㎡となっております。 
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（議 長） 

ただ今の担当地区委員及び事務局からの説明につきまして、何かご質問、ご意見等ござい

ますか。 

 

質問・意見なし。 

 

（議 長） 

質問が無いようですので、採決いたします。 

議案第３号、番号１につきまして、承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

総員賛成であります。 

よって、議案第３号、番号１につきましては、承認することといたします。 

ここで、暫時休憩といたします。 

 

－ 休 憩 － 

 

（議 長） 

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

次に議案書１７ページ、議案第４号「農地法第５条第１項の規定による許可申請の許可に

ついて」でございます。 

議案第４号につきまして、事務局から朗読をいたします。 

   

（事務局）― 議案第４号、議案書朗読 ― 

 

（議 長） 

次に議案第４号、番号１につきまして、担当地区委員から説明をお願いいたします。  

 

（委 員） 

― 所在地についての説明 ― 

 

 特に作付けをされていない農地で、ずっと草が生えたり枯れたりという形で管理されてい

る農地でした。１年前くらいから「売地」という看板が小さく立てられていました。それを

見た受人が、この土地を活用したいということで、申請がありました。 

土地の活用ですが、現在、●●●●●●さんの土地を借りて資材置場と駐車場にしており

ますが、この２つを申請地側に持っていきたいということです。 

事務所等を置くのではなく、駐車場と資材置場として使いたいと申請があがっております。 

 

（議 長） 

ありがとうございました。事務局より補足説明をお願いします。 
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（事務局） 

 補足説明資料の１、２ページをご覧ください。 

 農業振興地域外の農地です。 

 申請地は、大字●●地内、●●●●●の南約３３０ｍ、●●●●●●●●の西約６０ｍに

位置します。 

農地性は、第２種農地(市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域に該当するものとな

ることが見込まれる区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおよそ１０ヘ

クタール未満の農地)です。 

資金計画については、事務局の方で確認済みです。 

給排水計画については、上水はなし、雨水は敷地内浸透処理、汚水、雑排水もなしという

ことです。 

２月４日、１９日に現地確認し、きれいな更地になっております。 

●●●●●●に駐車場と資材置場を借りている所がありますが、●●●●●●の事業計画

によって立ち退くこととなり、今回の申請地を駐車場と資材置場にしたいという申請です。 

 

（議 長） 

ただ今の担当地区委員及び事務局からの説明につきまして、何かご質問、ご意見等ござい

ますか。 

 

（委 員） 

 「その他」の所に「市みどり環境課：土砂条例（盛土、土砂３００㎡以上でなければ問題

なし）」とありますが、どういう意味でしょうか。 

 

（事務局） 

 申請があった土地は、駐車場にするということで、特段何もしないということですが、土

などを入れる場合、土砂条例に基づき３００㎡以上ならば、みどり環境課の方へ届が必要と

いう意見がありました。 

しかし、３００㎡未満ならば問題はないという言葉も付いていたため、結論として、この

土地は土砂条例には該当しないので、特段手続き等は不要という回答が来たという意味です。 

 

（議 長） 

 他に何かございますか。 

 

（委 員） 

 ●●●●●●と●●●●との関係がわかりません。駐車場、資材置場は●●●●が使うの

で、●●●●●●とは関係ないのですか。 
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（事務局） 

 補足説明資料の現地案内図にあるように、既存と書いてある所は、●●●●●●の土地を

借りているという意味です。 

 

（委 員） 

 ●●●●は●●●●●●の下請けか何かですか。 

 

（事務局） 

 申請理由に、●●●●●●と取引を続けるため、と記載があります。資材の運搬、保管の

取引があると思われます。 

 

（議 長） 

 他に何かございますか。 

 

質問・意見なし。 

 

（議 長） 

質問が無いようですので、採決いたします 

議案第４号、番号１につきまして、承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

総員賛成であります。 

よって、議案第４号、番号１につきましては、承認することといたします。 

次に議案書１８ページ、議案第５号「生産緑地法１０条の規定に基づいて買取り申出をす

る生産緑地に係る農業の主たる従事者等の確認について」でございます。 

それでは、議案第５号につきまして、事務局から議案の朗読をいたします。 

 

（事務局）― 議案第５号、議案書朗読 ― 

 

（議 長） 

次に議案第５号、番号１につきまして、担当地区委員の方から説明をお願いいたします。 

 

（委 員） 

― 所在地についての説明 ― 

 

 こちらの近くに「確認を受ける者」のお宅がありまして、奥様のお話を聞くことができま

した。「主たる従事者」が耕作していることも確認できました。昨年の１１月５日に「主たる

従事者」が亡くなって、「確認を受ける者」は土地が広すぎで体力的に耕作できないというこ

とでした。農地は保全されていましたので、問題はないかと思われます。 

 「確認を受ける者」はＩＴ会社にお勤めだったということで、農家をやられていなかった

ため、退職されていますが、非常に広い農地なので、管理が難しいと聞いております。 
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（議 長） 

ありがとうございました。事務局より補足説明がありますか。 

 

（事務局） 

 委員さんのお話のとおりで、特に問題ないと思われます。 

 

（議 長） 

ただ今の担当地区委員及び事務局からの説明につきまして、何かご質問、ご意見等ござい

ますか。 

 

（委 員） 

 「主たる従事者」と「確認を受ける者」の関係がよく分からないので、教えてください。 

 

（委 員） 

 「主たる従事者」が亡くなり、「確認を受ける者」が相続した息子さんです。 

 

（議 長） 

 他に何かございますか。 

 

質問・意見なし。 

 

（議 長） 

質問が無いようでございますので、採決いたします。 

議案第５号、番号１につきまして、「買取り申出をする生産緑地に係る農業の主たる従事者

に該当するもの」と、承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

総員賛成であります。 

よって、議案第５号、番号１につきましては、承認することといたします。 

議案書１９ページ以降の報告１から報告５につきまして、事務局より朗読と説明をいたし

ます。 

 

（事務局）― 報告１から報告５、議案書朗読 ― 

 

（議 長） 

ただ今、朗読、説明等いたしました、報告１から報告５につきまして、質問などがありま

したら、挙手をお願いいたします。 

  

質問・意見なし。 
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（議 長） 

特に質問等が無いようですので、報告事項は終わらせていただきます。 

以上で、本日の議案の審議並びに報告事項は、全て終了いたしました。 

この際、その他の件について、委員からご発言があれば挙手をお願いいたします。 

  

（委 員） 

 議案書について、提案です。議案書は、総会の１週間くらい前にはお手元に届いていると

思いますので、報告案件については、事務局の方も読み上げるのも大変だと思いますし、時

間もかかりますし、割愛してはいかがかと思います。質問があれば報告案件の中で発言して

いただければと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

（事務局） 

 会長がどのようにお考えかということもございますので、内部で検討し、来月の総会時に

お話しさせていただきます。割愛して質問だけ受け付けるということは、時間短縮にもなろ

うかと思いますが、会長の意向も確認させていただきます。 

 

（議 長） 

この件に関しては、会長と相談の上、来月の総会でお話しさせていただきます。 

 

 異議なし。 

 

（議 長） 

委員皆様の慎重なる審査とご協力をいただきまして、誠にありがとうございました。 

それでは、事務局の方から「その他」として何かありましたら、お願いします。 

 

― 事務局からの連絡・報告事項 ― 

 

（事務局） 

それでは、閉会の言葉を常見副会長よりいただきたいと存じます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

（副会長）― 副会長挨拶 ―  


